
令和６年８月１日(木)～９月１３日(金) 午後５時必着 

を開始します！ 
 

事業者が取り組む新商品開発に必要な経費の一部を補助することにより、市内の地域活性

化や地場産業の振興を図ります。なお、前回募集しております「松浦市がんばる中小企業応

援補助金」の「販路拡大事業及びDX導入支援事業」は、今回の募集では対象外となってお

りますのでお間違えの無いようご注意ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助対象者】 
  市内に主たる店舗または事業所を有する中小企業者等（個人で事業を営む者にあっては、市内

に住所を有するもの。） 

 

【対象となる事業】 
 開発工程の６割以上が市内で行われる新商品開発事業 又は 原材料の市内産の割合が６割以

上である新商品開発事業。ただし、商工団体（松浦商工会議所、松浦市福鷹商工会）の支援により

事業計画を策定する必要があります。 

 

【補助対象経費】  
新商品開発にかかる経費 

（例：試作に使用する原材料費、新商品の開発に必要とされる機材購入費） 

 

【補助率・補助限度額】 

 補 助 率：補助対象経費の２／３以内（千円未満は切り捨て） 

 補助限度額：５０万円 

 

【申請書類】 

 応募申請書、事業計画書、事業計画の詳細、収支予算書、事業に要する見積書の写し、同意書 等

※各種様式については、市ホームページからダウンロードすることができます。 

 

【注意事項】 
 （１）市税の滞納がないこと。 

（２）同一事業で他の補助を受ける場合は応募できません。 

（３）同一年度内に同じ事業区分で補助を受けることはできません。 

（４）その他、松浦市がんばる中小企業応援補助金交付要綱を遵守すること。 
 

 

募集期間 

詳しくは、市ホームページの

公募要領をご覧ください ⇒ 

【問合せ・申込み先】 

松浦市役所 産業振興課 担当：梶川、林 

〒859-4598 松浦市志佐町里免 365番地 

TEL：0956-72-1307 FAX：0956-72-2292 

E-mail：sangyou@city.matsuura.lg.jp 
 

       


